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第
一
条
東
京
地
方
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
に
つ
い
て
は
、
法
令
又
は
最
高
裁
判
所
の
規
則
の
ほ
か
、

９

ろ
に
よ
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
五
号

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日
東
京
地
方
裁
判
所
裁
判
官
会
議
議
決

東
京
地
方
裁
判
所
司
法
行
政
事
務
処
理
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
三
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
一
号
）
の
全
部
を
改
正

す
る
。へ

趣
東
京
地
方
裁
判
所
司
法
行
政
事
務
処
理
規
程

］
日
）

改
正

平
成
二
十
年
七
月
十
四
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
四
号

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
三
号

東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
一
号

昭
和
五
十
八
年
五
月
十
八
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
二
号

平
成
六
年
六
月
三
十
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
二
号

平
成
十
三
年
十
二
月
十
八
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
五
号

平
成
十
四
年
三
月
八
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
一
号

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
東
京
地
方
裁
判
所
規
程
第
四
号

昭
和
五
十
七
年

こ
の

一
ハ

月
十
七
日

規
程
の
定
め
る
と
↑
｝
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I

２
本
庁
民
事
部
会
議
は
、
所
長
、
本
庁
民
事
部
の
所
長
代
行
者
及
び
本
庁
民
事
部
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
の
全
員
で
、
本

庁
刑
事
部
会
議
は
、
所
長
、
本
庁
刑
事
部
の
所
長
代
行
者
及
び
本
庁
刑
事
部
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
の
全
員
で
、
立
川
支

部
会
議
は
、
所
長
、
立
川
支
部
長
及
び
立
川
支
部
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
の
全
員
で
、
そ
れ
ぞ
れ
組
織
す
る
。

第
四
条
常
置
委
員
会
は
、
所
長
、
所
長
代
行
者
並
び
に
本
庁
民
事
部
及
び
本
庁
刑
事
部
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
各
部
に
配
置

さ
れ
た
裁
判
官
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
各
七
人
の
常
置
委
員
及
び
立
川
支
部
に
お
い
て
、
立
川
支
部
長
及
び
そ
の
各
部
に
配
置
さ

れ
た
裁
判
官
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
一
人
の
常
置
委
員
で
組
織
す
る
。

れ
た
裁
判
官
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
一
，

第
五
条
司
法
行
政
事
務
を
行
う
の
は
、
裁
判
官
会
議
の
議
に
よ
る
も
の
と
し
、
所
長
が
、
こ
れ
を
総
括
す
る
。

２
本
庁
民
事
部
に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
本
庁
民
事
部
会
議
の
議
に
よ
り
、
本
庁
刑
事
部
に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
本
庁
刑
事
部
会
議
の
議
に
よ
り
、
本
庁
民
事
部
及
び
本
庁
刑
事
部
に
共
通
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
本
庁
民
事
部
会
議
及

び
本
庁
刑
事
部
会
議
の
合
同
の
議
に
よ
り
、
立
川
支
部
に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
立
川
支
部
会
議
の
議
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
、
裁
判
官
会
議
の
議
に
代
え
て
、
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
し
た
事
項
は
、
そ
の
後
最
初
に
開
か
れ
る
裁
判
官
会
議
に
報
告
し
て
、
そ
の
承
認
を
得

２
常
置
委
員
の
選
出
方
法
及
び
任
期
は
、

第
五
条
司
法
行
政
事
務
を
行
う
の
は
、
恥

部
会
議
」
と
総
称
す
る
。
）
並
び
に
常
置
委
巨

第
三
条
裁
判
官
会
議
は
、
所
長
、
所
長
代
行
》

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
員
で
組
織
す
る
。

所
長
代
行
者

（
司
法
行
政
の
機
関
）

第
二
条
東
京
地
方
裁
判
所
に
、
裁
判
官
会
議
の
ほ
か
、
本
｛

部
会
議
」
と
総
称
す
る
。
）
並
び
に
常
置
委
員
会
を
置
く
。 本
庁

及
び
各
部
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
（
判
事
及
び
判
事
の
権
限
を
有
す
る
判
事
補
を

別
に
定
め
る
。

民
事
部
会
議
、
本
庁
刑
事
部
会
議
及
び
立
川
支
部
会
議
（
以
下
「
各
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第
七
条
裁
判
官
会

一
規
則
又
は
規

二
裁
判
事
務
の

三
開
廷
の
白
割

四
所
長
、
支
部

所
長
、
支
部

裁
判
官
会

規
則
又
は
規

３
所
長
は
、
前
項
に
定
め
る
事
務
を
処
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
後
最
初
に
開
か
れ
る
裁
判
官
会
議
に
こ
れ
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な

２
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

常
置
委
員
会
を
開
い
て
、
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
事
情
の
た
め
、
常
置
委
員
会
を
開
く
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
後
最
初
に
開
か
れ
る
常
置
委
員
会
に
こ
れ
を
報
告
し
な
け
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

八 七六五
（
司
法
行
政
事
務
の
委
任
）

、

］
条
裁
判
官
会
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
司
法
行
政
事
務
を
所
長
に
委
任
す
る
。

議
は
、
次
の
各
号
に

を
決
議
し
た
事
務 長

、
部
の
事
務
を
総
括

る
と
き
の
司
法
行
政
事
務
の
代
理
順
序

部
の
事
務
を
総
括

裁
判
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
司
法
行
政
の
監
督

裁
判
官
分
限
法
第
六
条
の
申
立
て
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
抗
告

裁
判
所
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
簡
易
裁
判
所
の
事
務
の
移
転

裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
に
お
い
て
、
特
に
重
要
と
認
め
、
裁
判
裁
判

程
の
制
定
又
は
改
廃

裁
判
事
務
の
分
配
、
裁
判
官
の
配

裁
判
官
の
配

す
る
裁
判
官
又
は
簡
易
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
裁
判
官
に
差
支
え
の
あ

置
又
は
裁
判
官
に
差
支
え
の
あ
る
と
き
の
代
理
順
序

官
会
議
又
は
各
部
会
議
の
議
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
旨
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/
、

第
八
条
定
例
の
裁
判
官
会
議
は
、
毎
年
六
月
及
び
十
二
月
に
招
集
す
る
も
の
と
す
る
。

２
所
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
を
組
織
す
る
裁
判
官
の
三
分
の
一
以
上
が
会
議
の
目
的
及
び
招
集
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
請
求

し
た
と
き
は
、
所
長
は
、
速
や
か
に
当
該
会
議
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
の
議
に
付
す
べ
き
事
項
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
会
議
を
組
織
す
る
各
裁
判
官
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
条
所
長
は
、
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
に
議
案
を
提
出
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
常
置
委
員
会
を
開
い
て
、
そ
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
事
情
の
た
め
、
常
置
委
員
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

第
十
一
条
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
は
、
公
開
し
な
い
。
た
だ
し
、
会
議
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
傍
聴
す
る
こ
と
が

４
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
、
立
川
支
部
に
の
み
関
す
る
も
の
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
常
置

委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
立
川
支
部
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
事
務
局
長
は
、
各
会
議
に
出
席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
会
議
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き

２
判
事
の
権
限
を
有
し
な
い
判
事
補
は
、
裁
判
官
会
議
又
は
そ
の
配
置
さ
れ
た
部
に
応
ず
る
各
部
会
議
に
出
席
し
て
、
意
見
を
述

ら
な
い
。

な
い
。

く
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

（
裁
判
官
会
議
及
び
各
部
会
議
の
運
営
）
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第
十
二
条
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
所
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

第
十
三
条
会
議
は
、
当
該
会
議
を
組
織
す
る
裁
判
官
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
四
条
会
議
の
議
事
は
、
出
席
裁
判
官
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
五
条
会
議
に
は
、
事
務
局
長
又
は
裁
判
所
事
務
官
を
立
ち
会
わ
せ
、
議
事
録
を
作
成
さ
せ
る
。

２
議
事
録
に
は
、
出
席
者
の
氏
名
、
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果
を
記
載
し
、
議
長
及
び
作
成
者
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な

（
代
表
者
会
議
）

第
十
六
条
緊
急
の
処
理
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
会
議
の
議
に
代
え
て
、
所
長
、
所
長
代
行
者
並
び
に
本
庁
及
び
支

部
の
各
部
の
代
表
者
で
組
織
す
る
会
議
（
以
下
「
代
表
者
会
議
」
と
い
う
。
）
の
議
に
よ
り
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
緊
急
の
処
理
を
要
す
る
事
項
の
う
ち
、
本
庁
民
事
部
に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
長
並
び
に
本
庁
民
事
部
の
所
長
代

行
者
及
び
各
部
の
代
表
者
で
組
織
す
る
会
議
の
議
に
よ
り
、
本
庁
刑
事
部
に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
長
並
び
に
本
庁

５
東
京
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局
長
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
管
内
検
察
審
査
会
の
事
務
局
の
職
員
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
裁

判
官
会
議
に
出
席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
会
議
を
組
織
す
る
裁
判
官
以
外
の
者
の
出
席
を
求
め
て
、

は
、
そ
の
出
席
を
拒
み
、
又
は
こ
』

４
首
席
書
記
官
は
、
所
管
事
務
に
串

項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

所
管
事
務
に
関

又
は
こ
れ

説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

ら
な
い
。

し、 を
退
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

各
会
議
に
出
席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
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第
十
九
条
常
置
委
員
会
は
、
第
七
条
第
一

長
に
意
見
を
述
べ
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
。

第
二
十
条
常
置
委
員
会
は
、
本
庁
民
事
蔀

第
七
条
第
二

本
庁
民
事
部

第
十
八
条
代
表
者
会
議
又
は
各
部
代
表
者
会
議
は
、
所
長
が
招
集
す
る
。

２
代
表
者
会
議
又
は
各
部
代
表
者
会
議
に
は
、
関
係
各
部
の
代
表
者
以
外
の
裁
判
官
又
は
判
事
の
権
限
を
有
し
な
い
判
事
補
も
出

各
会
議
の
都
度
、
各
部
（

第
十
七
条
前
条
第
一
項
（

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、

代
表
者
会
議
又
は
各
部
代
表
者
会
議
に
準
用
す
る
。

２
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
し
た
事
項
は
、
そ
の
後
最
初
に
開
か
れ
る
裁
判
官
会
議
又
は
対
応
の
各
部
会
議
に
報
告
し
て
、

３
代
表
者
会
議
又
は
前
項
に
定
め
る
各
会
議
（
以
下
「
各
部
代
表
者
会
議
」
と
総
称
す
る
。
）
を
組
織
す
る
各
部
の
代
表
者
は
、

各
会
議
の
都
度
、
各
部
の
裁
判
官
の
中
か
ら
各
一
人
を
互
選
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
理
し
た
事
項
は
、
そ
の
後
最
初
に
開
か
れ
る
裁
判
官
会
議
に
報
告
し
て
、
そ
の
承
認
を

席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

長
、
支
部
長
及
び
立
川
支
部
の
各
部
の
代
表
者
一

に
代
え
て
、
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
事
部
の
所
長
代
行
者
及
び
各
部
の
代
表
者
で
組
織
す
る
会
議
の
議
に
よ
り
、
立
川
支
部
に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
所

長
、
支
部
長
及
び
立
川
支
部
の
各
部
の
代
表
者
で
組
織
す
る
会
議
の
議
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
裁
判
官
会
議
又
は
各
部
会
議
の
議

そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
常
置
委
員
会
）

項
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
随
時
、
司
法
行
政
事
務
の
運
営
に
つ
い
て
、
所

に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
長
並
び
に
本
庁
民
事
部
の
所
長
代
行
者
及
び
常
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第
二
十
四
条
東
京
地
方
裁
判
所
に
所
長
代
行
者
を
置
く
。

第
二
十
三
条
常
面

（
所
長
代
行
者
） 常
置

行
者
及
び
常
置
委
員
で
組
織
す
る
会
議
の
議
に
よ
り
、

第
二
十
一
条
・
常
置
委
員
会
に
お
い
て
は
、
所
長
が
そ
（

２
委
員
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
会
務
を
総
理
一

第
二
十
二
条
常
置
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２
第
九
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
万

会
務
を
総
理
す

第
四
項
及

５
民
事
部
及
び
刑
事
部
に
お
け
る
所
長
代
行
者
の
選
出
方
法
及
び
任
期
は
、
別
に
定
め
る
。

６
東
京
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
で
東
京
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
を
兼
ね
る
者
が
同
裁
判
所
の
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
裁
判
官

に
指
名
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
所
長
で
あ
る
と
き
を
除
き
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
所
長
代
行
者
の
ほ
か
、
そ
の
者
を
所
長

代
行
者
と
す
る
。

４
所
長
代
行
者
は
、
本
庁
民
事
部
及
び
本
庁
刑
事
部
に
お
い
て
、
っ

を
選
出
し
、
立
川
支
部
に
お
い
て
は
、
支
部
長
を
こ
れ
に
充
て
る
。
そ

２
所
長
代
行
者
は
、
所
長
を
常
時
補
佐
し
、
所
長
に
差
支
凄

３
所
長
代
行
者
は
、
常
置
委
員
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

所
長
に
差
支
え

会
に
準
用
す
る
。

置
委
員
で
組
織
す
る
会
議
の
議
に
よ
り
、
本
庁
刑
事
部
に
の
み
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
所
長
並
び
に
本
庁
刑
事
部
の
所
長
代

行
者
及
び
常
置
委
員
で
組
織
す
る
会
議
の
議
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
一
条
・
常
置
委
員
会
に
お
い
て
は
、
所
長
が
そ
の
委
員
長
と
な
る
。

委
員
会
の
事
務
処
理
に
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
常
置
委
員
会
が
定
め
る
。

、

る。び
第
六
項
並
び
に
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
へ

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

れ
ぞ
れ
そ
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
判
事
の
う
ち
か
ら
各
二
人

常
置
委
員
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第
二
十
五
条
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
は
、
そ
の
部
の
裁
判
官
以
外
の
職
員
を
監
督
す
る
。

２
部
に
属
す
る
他
の
裁
判
官
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
前
項
の
監
督
権
を
行
う
。

３
こ
の
規
程
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
東
京
地
方
裁
判
所
司
法
行
政
事
務
処
理
規
程
の
規
定
に
よ
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
は
、

２
東
京
地
方
裁
判
所
司
法
行
政
事
務
処
理
規
程
第
八
条
の
規
定
に
依
る
委
任
事
項
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
三
日
裁
判
官
会
議

附
則

１
こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
本
庁
民
事
第
二
部
、
第
三
部
、
第
十
一
部
、
第
十
四
部
、
第
十
九
部
、
第
三
十
部
、
第
三
十
四
部
、
第
三
十
五
部
、
第
三
十

六
部
、
第
三
十
八
部
及
び
第
五
十
一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
に
指
名
さ
れ
た
者
の
う
ち
所
長
か
ら
指
名
さ
れ
た
者

８
前
項
第
一
号
の
所
長
代
行
者
は
、
同
号
の
部
及
び
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
執
行
セ
ン
タ
ー
に
係
る
業
務
に
限
り
、
前
項
第
二
号

及
び
第
三
号
の
所
長
代
行
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
号
の
部
に
係
る
業
務
に
関
す
る
限
り
、
所
長
を
常
時
補
佐
し
、
所
長
に
差
し
支
え

７
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
所
長
代
行
者
と
す
る
。

一
本
庁
民
事
第
二
十
一
部
の
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官
に
指
名
さ
れ
た
者

二
本
庁
民
事
第
八
部
、
第
二
十
部
、
第
二
十
九
部
、
第
四
十
部
、
第
四
十
六
部
及
び
第
四
十
七
部
の
事
務
を
総
括
す
る
裁
判
官

決
議
）
は
、
廃
止
す
る
。

が
あ
る
と
き
に
、
そ
（

（
裁
判
官
の
監
督
権
） そ
の

に
指
名
さ
れ
た
者
の
う
ち
所
長
か
ら
指
名
さ
れ
た
者

職
務
を
代
行
す
る
。
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１
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
一

附
則
（
抄
）

１
こ
の
規
程
は
、
壬

附
則
（
抄
） 平

成平

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
の
う
ち
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
規
程
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附 附附 附附 附附

則則 則則 則 則 則

六
年
七
月
一

成
十
四
年
二
月
一 日
か
ら
施
行
す
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。
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~

！

こ
の
規
程
は
、

リ

（

平
成
一
一
十
九
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
℃

一

ダ

、

’

』

１

ト

、

ノ

「

〃
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別
表
（
第
七
条
第
二
項
関
係
）

七
弁
護
士
の
懲
戒
請
求
に
関
す
る
事
務

六
裁
判
所
の
事
務
の
取
扱
方
法
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
不
服
の
処
分
（
裁
判
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四
司
法
委
員
若
し
く
は
鑑
定
委
員
の
選
任
若
し
く
は
解
任
又
は
民
事
調
停
委
員
の
任
命
、
解
任
等
の
上
申
、
主
と
し
て
職
務
を

五
精
神
保
健
審
判
員
と
し
て
任
命
す
べ
き
者
及
び
精
神
保
健
参
与
員
と
し
て
指
定
す
べ
き
者
の
選
任
及
び
選
任
の
取
消
し
に
関

’一
一

一
一
一

行
う
べ
き
裁
判
所
の
指
定
若
し
く
は
職
務
の
代
行
に
関
す
る
事
務

す
る
事
務

に
関
す
る
事
務

に
関
す
る
事
務

裁
判
官
以
外
の
職
員
（
行
政
職
俸
給
表
口
の
準
用
を
受
け
る
も

裁
判
官
以
外
の
職
員
の
分
限
、
懲
戒
又
は
保
障
に
関
す
る
事
務

総
括
執
行
官
の
任
免
、
総
括
執
行
官
代
行
者
の
指
名
及
び
そ
の

（
行
政
職
俸
給
表
口
の
準
用
を
受
け
る
も

総
括
執
行
官
代
行
者
の
指
名
及
び
そ
の

常
置
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
を
要
す
る
事
務
（
平
成
１
６
年
１
２
月
定
例
裁
判
官
会
議
可
決
）

ノ

の
を
除
く
。
）
の
配
置
に
関
す
る
事
務

取
消
し
並
び
に
総
括
執
行
官
補
佐
の
指
名
及
び
そ
の
取
消
し
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